
756 第二十四陸　　軍

第四〇入表 軍法會議職員 績

師　　　管 判士長

｝　一

@列　　士

l　l理　事曄　　事

@　　　1

　　　1x守ト計　　　｜

　〆�N

明治酎1同酎

@　　　…年

同　四十

N
同　三十

續N

閲　　　　束

秩@　　　太
5
一

201　　2－一

2
一

21
31

［

　1311　32－　1　　　　　　　　一

33 ユ0

U

緯　　　計 84

3641

　　　64
P　　　　　　　　　　1

81 43 636
■

622　　　　556
495　　　　480　｝

表中到士長ハ佐官以上判士ハ尉官以ヒチ以テ充ツルモノナリ　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

第四〇九表

／

レ

∩
〕

＼

第四一〇表

第二十四陸　軍 757

軍法會議魔理件数及人員明治四＋三年

前年　ヨ　リ越
　　　　　1本　年　薪　受1合

@’　　　　「師 管
　　｜潤@副人　員　　1

件
副人凶件　l　　　　l

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
塞

十
十
十
十
十
十
十
十

四
五
六
七
八
九
十
＝
ニ
ニ
四
五
六
七
八

朝鮮駐劉

1
2
7
7
3
8
8
9
7
1
9
4
2
9
7
4
8
9

4
3
3
3
8
4
4
2
3
5
5
1
ー
ユ
　
ー
1
］

9
⇔
　
　
　
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
⊥

16

342

33

37

ユ40
s41

48！

48

29

37

51

59

114

12

19

71
・41

1
1
16

277i

5
2
0
8
3
6
8
L
O
3
3
3
1
9
2
5
9
8
6

2
6
2
8
6
4
4
5
9
2
3
5
5
5
5
4
6
2
2

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
⊥

5
6
5
6
1
6
9
3
6
2
5
5
5
2
1
0

1
2
6
2
9
6
4
5
5
9
2
3
5
5
6
6

3
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　1

461
　　
74｝
　1
28

27

計

数1人員

8
7
9
7
1
1
4
7
8
1
2
7
5
0
6
6
3
8
8
2

1
5
9
5
7
1
9
7
8
4
8
4
6
7
6
6
6
8
2
4

R
U
　
　
　
り
一
－
⊥
－
⊥
　
　
　
　
1
　9
一

　T657　1

591
1021

2661

1751

114

97

82

エ1；1

211i

巴｝

i
iiil

饒 決　　未 決

件敷人且件敷人員

7
5
4
3
2
1
4
0
7
6
2
0
2
2
3
2
2
5
8
6

0
2
5
3
9
6
5
5
5
9
3
4
5
5
5
5
4
6
2
2

0
0
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
⊥

5
7
7
2
6
4
7
5
2
8
4
2
4
3
5
5
3
0
8
7

4
2
5
4
9
6
5
5
6
9
3
4
5
5
5
5
4
7
2
2

9
0
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
2
5
4
9
0
0
7
1
5
0
7
3
8
3
4
1
3

1
3
4
2
7
5
4
2
3
4
5
0
1
1
1
1
2
2

0
0
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

16

關東｛㌶
｛
1

｛
1 6

；
1 霧

261441

　
　
髪
一
一
一
一
一
一
『
　
1
，
5
0
8

17
R5 ；

総　　　計 1，144 1，153 ］，441 1司舞585 27・・1

l
l

1，616 1⇒
明治四十二年
ｯ　四十一年
ｯ　四十年
ｯ　三十九年

1，182

P，094
X51i
V231　　」

1，184

n，098
X
5
4
1
7
4
1
1

1，923

Q，276

Q，117

Q，301　　1

2，108

Q，504

Q，328

Q，630　　’

3，105

R，370

R，068

R，024

3，292

R，602

R，282

R，371

1　　1，961

@　2，188

@
　
・
溺
1
1
｝
　
　
2
，
0
7
3
i
「

2，139

Q，418

Q，160

Q，417

ち144

P，182

P，117

@951

2
2
5
4
9
0
0
7
1
5
0
7
3
8
3
9
2
3

1
3
4
2
7
5
4
2
3
4
5
0
1
1
1
1
2
2

3
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　寸
⊥

（
0
0
V
O
り

ー

軍人軍厨犯者刑名及罪状明治酎三年

　
ノナ

　
　
｝

プ　
▼　

〆
’

陸

軍

刑

法

罪

懲　　　　　役 禁　　　　　鋼

状 死　　刑 一一一一

@　1ｳ　　期有　　期 無　　期 有　　期

罰　　金

普

通

刑

法

罪
罪
罪
罪
罪
罪
計

　
ノ
　
　
　
ノ

，
迫
ノ
ノ
壊
、

　
　
　
　
損

職
脅
辱
亡
物
令

　
行
　
　
用

　
　
　
　
　
　
合

辱
暴
侮
逃
軍
違

罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
罪
計

・
ス
ノ
ノ
〃
　
ノ
ノ
ノ
ル
・

・
火
侵
造
造
澗
ノ
ノ
ノ
害
ノ
護
ノ
ス
匿

　
失
　
　
　
炎
　
　
　
　
　
強
恐
　
關
隠

走
宏
チ
篇
離
職
人
害
傷
胎
及
及
領
二
及

火
居
婁
晶
　
失
盗
欺
物
棄
合

逃
放
住
文
印
賭
漬
殺
傷
過
堕
窺
詐
横
臓
鍛

諸　　法　　令　　違　　犯

　縄　　　　　　　　　計

∋
ny　　I

一一 @1

一

一

　7

　1

255

82

21

366

　5

　1

　1
23F

　il
＿｛

12

　1
63

一1

一
一

7
0
ρ
O

P
O
－

2
1
9
W
O

1
　0

V

拘　　留科　　料

1

＿　1

1・

2

1

「
　
ー

　1

562

142

103

　1

　3
919

5

，
⊃

　
－
当

コ・
1　　］，290

－
］

二

一

｜

一

一

一

一
一

3

9
3

3

18

13

2
1

1

17

1 16 5

961　　　34

合　　計

57

23

　1

267

83

30

461

1，084

1，153

1，184

］，122

954

表中既決ハ虚刑、無罪免訴、消滅、管轄違等ナリ○明治四十　ノ未決ト同四十一年ノ越高ト差異アll・　）x前年ノ未決ニハ明治四

十年五月申二閉鎖シタ，レ第十三乃至第十六師圃及樺太守備隊二係，レニ十三件二十四人ノ未決縫承チ包含セシニ由ル○本表ノ外
高等軍ぴ會議ニテ再審セシモノ明治三十九年ニー件一人同四十年二‘i：件二人アリ

5
2
1
2
3
1
1
6
1
2
1
7
4
4
1
6
3
4
2
0
7
1
3
5
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
0
寸
⊥
寸
⊥

27

22　　　1，441
　）

四
四
四
三

治明
同
同
同

一
＝
九

　
十

十
十
十

年
年
年
年

1i
撃撃

S
1
＿
1
　
　
1

　　1
R1
Q［

Q
1
－
i

1，672、
n
，
8
4
2
i
1
．
7
3
0
1
1
．
8
9
7
1

●

一
I
i
l
i
一

］58

Q22
P92
P80

42
T0
T4
P23

一
　
8
　
7
1
8

6
4
3
4

1β82
Q，130

P，993

Q，222

本表及以下二表ハ前表既決中二於ケル虚刑者二係ハレーUノナリ

」
才

第四一・一表 軍人軍属犯者官職及罪状明治四＋三年

罪

刑
法

陸
軍

辱　　職

暴行脅

軍　　　　　　　　　　　　人 軍　　　　　　　属

状 　　1　　1　　士官准士官上長官　　　　1

下士
　｜
ｹ生徒 計 ⇒興離 計

常人 合§ヤ

ノ　　罪

浴@ノ　罪

一
、
　
一

、こ ：　1
P　　　一

5
6
’
2
2

一57－　23

：
」　一　＿＿i－1＿

：
57

Q3


